
８月１日（土）から

後期高齢者医療被保険者証が新しくなります

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額

認定証」申請手続きの省略について

　現在お持ちの限度額適用認定証（以下「限度額認

定証」）と限度額適用・標準負担額減額認定証（以

下「減額認定証」）は、有効期限が７月31日までです。

それぞれ次の２つの条件を満たす人には申請手続き

を省略し、引き続き使用できる証を新しい保険証に

同封します。

■「限度額認定証」申請省略の条件

①昨年８月１日以降に限度額認定証の交付を受け、

現在も該当している人

②本年度も引き続き所得区分が現役並み所得者Ⅰ、

またはⅡに該当する人

■「減額認定証」申請省略の条件

①昨年８月１日以降に減額認定証の交付を受け、現

在も該当している人

②本年度も引き続き住民税非課税世帯に属する人

で
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介
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。

　

ま
た
、
保
険
料
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時
効
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２
年
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な
っ
た
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、
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期
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と
金
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さ
れ
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問
合
せ　

介
護
高
齢
課
介
護
保
険

係
☎
内
線
３
１
４
８

　

65

歳
以
上
の
人
を
対
象
に
、
介

護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
と
納
付

書
を
発
送
し
ま
す
。
安
心
し
て
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
、
保
険
料
は
定
め
ら
れ
た
納
期

限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

仮
算
定
と
本
算
定　

各
期
の
保
険

料
は
、
前
年
分
の
所
得
確
定
前
は

前
年
度
の
保
険
料
を
基
に
仮
算
定

し
、
所
得
確
定
後
は
介
護
保
険
料

（
年
額
）
で
本
算
定
を
行
い
ま
す
。

仮
算
定
と
の
過
不
足
分
は
、
本
算

定
で
調
整
さ
れ
ま
す
（

別
表

）

納
付
方
法

▼
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
／
７

月
中
旬
発
送
）

　

年
金
か
ら
直
接
納
め
る
方
法

（
老
齢
基
礎
・
退
職
・
遺
族
・
障

害
年
金
な
ど
を
年
間
18

万
円
以
上

受
給
し
て
い
る
人
）
。

▼
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口

座
振
替
／
８
月
中
旬
発
送
）

　

金
融
機
関
な
ど
に
直
接
納
め
る

方
法
（
特
別
徴
収
に
該
当
し
な
い

人
や
年
度
途
中
に
65

歳
に
到
達
し

た
人
、
転
入
し
た
人
な
ど
）
。

※
普
通
徴
収
は
口
座
振
替
が
便
利

で
す
。
各
金
融
機
関
で
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い

保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と

　

特
別
な
理
由
も
な
く
納
め
な
い

保険料を納めないでいると

　保険料の滞納状況により、通常よりも有効期間の

短い短期被保険者証を交付する場合があります。短

期被保険者証の有効期間は、8月１日から来年１月

31 日までです。

問合せ　国保年金課医療年金係☎内線３１３３、白

沢支所生活係☎内線７８４８、利根支所生活係☎内

線７９３０

新しい保険証を郵送します

　新しい保険証は緑色です。緑色の封筒に入れて７

月 13 日（月）に発送します。郵送を希望しない人

は国保年金課窓口で交付しますので、７月６日（月）

までに連絡してください。保険証の有効期間は８月

１日から来年７月 31 日までです。保険証には被保

険者番号や氏名、医療機関の窓口で支払う自己負担

割合（１割または３割）が記載されています。

　８月から医療機関などで受診するときは、新しい

保険証を窓口に提示してください。

臓器提供意思表示と保護シール

　保険証裏面には、臓器提供の意思の有無を記入で

きます。記入された情報を保護するためのシールを

国保年金課の窓口で配布しています。

※臓器提供意思表示欄への記入は任意です

（表面） （裏面）
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護
保
険
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め
ま
し
ょ
う

 

各番号（７桁）を市ＨＰ「ページ番号検索」に入力すると関連ページが見られます1234567 

1001876

１期
（４月）

２期
（６月）

３期
（８月）

４期
（10月）

５期
（12月）

６期
（２月）

特別徴収
（年金天引き）

仮算定 本算定

前年度の第６期と同額
※３期分は調整する場合
があります

（確定した年額－仮算定
額）を３で割った金額

普通徴収
（納付書・
口座振替）

仮算定 本算定

前年度の年額を
６で割った金額

（確定した年額－仮算定額）を４
で割った金額

●別表

納期

徴収方法
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